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１．はじめに    

 平成 12 年 4 月の介護保険法施行により、我が国に

おいても介護ビジネスが本格的に動き出した。訪問

介護・通所介護のいずれにおいても、送迎や訪問の

ために、サービスを提供する側が利用者の居住する

地域を巡回する必要が生じる。本研究は、介護保険

の給付対象となる在宅サービスのうち、通所介護/リ

ハビリテーションにおける送迎バスの巡回路の決定

を、GIS により支援することを目的とする。 

 

２．通所サービスとバスによる送迎    

 本研究では、「通所介護」「通所リハビリテーショ

ン」の二つを総称して「通所サービス」と呼ぶ。通

所サービスでは、各利用者はその要介護の程度や嗜

好、予算等に応じて、週に２回程度のサービスを享

受するために施設に通所するのが一般的である。 

 筆者らは、利用者が 120 名ほどの施設を持つ社会

福祉法人にヒアリングを行った。そこでは、月曜と

木曜、火曜と金曜、水曜と土曜が一つのセットにさ

れ、それぞれについて、サービス開始時刻が 10 時・

11 時・12 時という 3 つの時間帯が用意され、利用者

は計９つのグループに分けられている。施設は、そ

れぞれのグループについて、巡回路の決定、さらに

各利用者のところへの到着時間の算出を手作業によ

り行っており、利用者の入れ替えや利用希望時間帯

の変更が生じるたびにこれを繰り返している。 

 

３．サービス利用者の送迎において考慮すべき情報 

 本研究で扱う送迎バスの巡回路の決定問題の本質

は、配車配送計画問題（Vehicle Routing Problem：VRP）

である（例えば、谷口・根本(2001)）。ただし、物流

における VRP と比べると、特に次の(iv)～(vii)に示

すような、より細かな配慮が必要となる。 

道路等に関わる物理的な情報     

 介護サービスに限らず、都市の密集市街地におけ

る道路上で巡回を行う際には、道路のリンク・ノー

ドに関する以下の条件を考慮する必要がある。 

(i)幅員： バスによる送迎に際しては、幅員が小

さいために通行が不可能なリンクや、右左折が不可

能なノード（交差点）が多く存在する。 

(ii)一方通行・進入禁止・右左折禁止： 都市部、

とりわけ密集市街地では、これらの規制が設けられ

た道路が多い。 

(iii)リンクごとの所要時間： 道路による混雑によ

り、時間帯によって所要時間が大きく変化する。 

利用者に関わる個人の情報    

(iv)希望するサービスの内容： 通所介護か通所リ

ハビリテーションか、あるいは入浴サービスを希望

するかなど、希望するサービス内容が多様である。 

(v)乗車可能時間： 心臓疾患や痴呆を患っている

場合など、長時間バスに乗るのが困難な場合がある。 

(vi)待機可能時間： (v)と同様の理由で、屋外の

停留所で余り長く待てない場合がある。 

(vii)その他の考慮すべきこと： 利用者の心身の機

能障害によっては、利用者の居住地のすぐ前まで迎

えに来て欲しいという希望があり、また、車椅子利

用者か、杖が必要な人かといったことも考慮する必

要がある。その他、同じ施設に通う他の利用者と同

じ曜日・時間帯にして欲しいといった希望もある。 

主として施設側の制約から考慮すべき情報 

(viii)バスの乗車定員： 通常、小回りの利く小型

バスが利用され、10 数名が乗車人数の上限となる。 

(ix)車椅子の数の上限： 車椅子に乗ったまま乗降

可能なバスが利用されることも多いが、一台のバス

に乗れる車椅子の数には制限がある。 

(x)利用者グループごとの人数のばらつき： ある

時間帯に送迎する利用者のグループは、その後概ね

共通のプログラムに従ってサービスを受けるため、

グループ間であまり人数のばらつきがあると、サー

ビスを提供する上で支障が生じる可能性がある。 
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４．通所送迎バスの巡回路決定支援システムの構築 

 3.を踏まえ、図に示すようなシステムを構築する。 

道路ネットワーク
データの再構築

各停留所者間の
最短経路探索

巡回路決定

Lane

No Right Turn

One Way

Do Not Enter

#

#

初期値・パラメータの調整

 

図 支援システムの概略 

(i)～(iii)の情報に関しこれを GIS 上で管理し、巡回

地点（停留所）の間の最短経路と時間を求める。一

方、施設を除いた巡回地点の数を I として変数を以

下のように定義し、巡回路の決定問題を定式化する。 

 S =｛i=0,1,2,･･･, I ｝：利用者に対応した停留所

（i=1,2,･･･, I ）と施設（i=0 のみとする）の集合 

 cij：停留所若しくは施設 i から j への最短時間 
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添え字等が煩雑になるため、ここでは施設を 1 つと

し、巡回バスも 1 台のみとする。バスは、 K 回に分

けて全利用者の間を巡回する ( )KkSTk L,2,1, =⊂ 。 
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 cij は、地点 i から地点 j の所要時間を表し、一般に、

cij ≠ cji （i≠j）である。式(1)の第二項は巡回時間

の標準偏差を表し、α(≧0)はパラメータである。式

(7)はバスの容量制約(viii)に対応し、T はバスの乗

車定員、｜・｜は集合の要素の個数を表す。式(8)は

(iv)(ix)に対応している。yli（i≠1）は利用者 i がそ

こで考慮する事項(l)をその属性として持つか否かを

示すものであり、例えば次のように与える。 
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このとき、 1y はバスに乗れる車椅子の数の上限を表

す。その他にも、通所介護か通所リハビリテーショ

ンか、また、入浴サービスを受けるか否かについて、

それぞれ同様にして y2i, y3i ･･･（i≠0）を定義する。

なお、式(8)において、例えば入浴サービスを希望す

る人が仮にサービス可能な上限の人数以下であって

も、特定のグループに集中するよりはある程度分散

して欲しいというのが施設側の要望としてある場合

には、次のように下限（yl min）を設定すれば良い。 

 
{ }( )max0min lTi lil yyy
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グループごとの人数についてのばらつきを抑えたい

場合には、次のような制約式を追加すれば良い。 

 maxmin TTT k ≤≤
 

( )k∀ ,  (12) 

さらに、(vii)で述べたように、例えば利用者 m と利

用者 n が同一のグループに属することを希望する場

合には、次のような制約式を追加すれば良い。 
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 この他の条件については、若干既述が複雑になる

ため、ここでは省略する。 

 

4.おわりに 

 本研究では、東京都足立区における実際の施設を

対象にして本システムの適用を試みているが、紙面

の都合上、結果の詳細は講演会の場で報告する。 

 
参考文献 谷口栄一・根本敏則(2001)：『シティロジ

スティクス』，森北出版. 
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：停留所（施設）i から停留所（施設）

j からへ移動する場合。 

： それ以外の場合。 

(1) 

： 車椅子利用者の場合

： それ以外の場合 
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